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見守るくん

お役立ち ☆

くらしの情報 40 スマートフォンにご注意！

●「おかしいなあ」、「困った」ときは、迷わずご相談ください。
村上市消費生活センター ☎53−2111（内線287、290）FAX�53−2541
荒川支所地域振興課 ☎62−3103 朝日支所地域振興課 ☎72−6885
神林支所地域振興課 ☎66−6112 山北支所地域振興課 ☎77−3112
消費者ホットライン ☎188（イヤヤ）

ひとこと助言
○�スマートフォンやタブレット端末の利用は、10歳未満の低年
齢層にも広がっています。
○�子どもは大人が想像する以上に簡単に操作してしまうことが
あります。子どもが利用する場合は、必ず大人が付き添うよ
うにしましょう。
○�アダルトサイトの請求画面が出ても、あわててお金を支払っ
たり、相手に連絡したりしないでください。不安な場合は、
消費生活センターにご相談ください。

　娘（５歳）を寝かせるため、スマホで動画を見せて
いた。別室で家事をしていたところ、娘が何か話して
いるので、驚いて行ってみると、アダルトサイトの請
求画面が表示されていた。スマホの画面に表示された
広告をクリックしたらしい。請求画面には「１年で30
万円」とあり、退会しようと電話やメールをしてしま
った。伝わった個人情報が心配だ。

　実際に市民の方に届いた詐欺ハガキです。
　消費者に過去に利用した業者への未払いがある
と思わせ、「裁判所に訴状が提出された」「給与な
どを差し押さえる」などと脅して、弁護士を名乗
る者を紹介し、お金を支払うことを要求する手口
です。
　ハガキが届いても、記載されている電話番号に
は絶対に連絡しないで、無視してください。

こんなハガキは
無視してください




